
 

６．個人番号の取扱いについて 

当行は、お客さまの個人番号を取得するに当たり、その利用目的を通知、公表又は明示す

るとともに、その利用目的の達成に必要な範囲内においてこれを取り扱います。個人番号に

ついて、法令等で認められている利用目的以外では利用しません。 

 
（１）当行が個人番号を取り扱う事務の範囲 

    当行が個人番号を取り扱う事務の範囲は以下のとおりです。 

①従業員等から個人番号の提供を受けて、これを給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書、

支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の必要な書類に記載して、税

務署長、市区町村長、日本年金機構等に提出する事務 
②当行が金融機関としてお客さまから個人番号の提供を受けて、これを配当等の支払調書

に記載して税務署長に提出する事務、預金口座付番に関する事務等 

③激甚災害が発生したとき等において、当行が金融機関として個人番号を利用して金銭を

支払う事務 

 

（２）お客さまの個人番号の利用目的 

  当行における、お客さまから取得させていただいた個人番号の利用目的は以下のとおり

です。 
① 金融商品取引に関する法定調書作成事務 

② 金地金等取引に関する法定調書作成事務 
③ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務 
④ 国外送金等取引に関する法定調書作成事務 
⑤ 報酬、料金、契約金等及び賞金の法定調書作成事務 
⑥ 不動産の使用料等の法定調書作成事務 
⑦ 預金口座付番に関する事務 

 

（３）個人番号の第三者提供の禁止 
    当行は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合等、法令等で定められ

た場合を除き、お客さまから取得させていただいた個人番号を第三者に提供いたしませ

ん。 

 

（４）個人番号の共同利用について 

当行は、個人番号に関して共同利用は行いません。 


